


はじめに

平成 19 年 5 月に成立した「地理空間情報活用推進基本法」により、地理空間

情報を国民生活の向上及び国民経済の健全な発展のために活用することが期待

されています。地理空間情報とは、地図、統計、台帳、画像等に代表される、

位置や時刻に関連する情報を総称したものであり、紙面に記載されたアナログ

の情報も含めて、既に行政事務においては、非常に多く用いられています。ま

た、近年の急速な技術開発により、位置情報に付随する様々な民間事業者によ

るサービスも提供されてきており、地理空間情報の活用は、急速な拡大を見せ

ています。

昨今、多くの地方公共団体においては、全国的な人口減少、高齢化の急速な

進展等に代表される成熟化社会への移行の中で、それぞれの政策課題を抱え、

さらなる行政事務の効率化、高度化に加え住民サービスの向上が求められてい

ます。その一方で、地図や台帳情報等の地理空間情報の活用という観点からは、

行政内部における組織間の情報共有が不十分のためにデータ整備が重複してい

たり、GIS のシステムが整備された場合においても、組織横断的な活用や新たな

業務への展開まで踏み込めていなかったりする例も多いと思います。

そのため、国土交通省では、平成 19 年度から 3 箇年かけて、「基盤地図情報

等の利活用推進モデル実証調査」を行い、地方公共団体における地理空間情報

の活用をテーマに、3 地域をモデル地域として、具体的な実証事業を行ってきま

した。この手引きは、実証事業の成果として、全国の地方公共団体の職員向け

に、地理空間情報を活用したさまざまな業務における参考として作成したもの

です。とりわけ異なる組織間での地理空間情報の活用・共用を行うことにスポ

ットをあて、その意義や必要性について紹介し、また実際の業務では、どこか

らどのように進めていったら良いかを理解していただけるよう、順序立てて具

体的にまとめました。

地理空間情報の活用は、互いが共用のメリットを理解することと、少しの知

恵や工夫からはじめることができます。日々の業務のなかで、この手引きを手

元に置いていただくことで、これまで以上に地理空間情報を効果的に活用して

いただくことを願っています。

国土交通省 国土計画局
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111... 本本本手手手引引引きききののの目目目的的的ととと使使使いいい方方方
1 章では、厳しい財政状況や多様化する市民ニーズへの対応といった、本手引きを作成するに至っ

た地方公共団体が置かれている状況を整理し、本手引きの目的を明記しています。さらに、手引きの

構成を解説し、利用主体・利用場面について例示することで、本手引きの使い方を具体的に示してい

ます。

1.1. 地地理理空空間間情情報報のの活活用用がが求求めめらられれるる背背景景

これまで、地方公共団体における地理空間情報の活用を促進するために、地理情報システム（GIS）

の普及促進、効率的整備という観点からのシステム統合化といった多様な取組が展開されてきました。

その結果、地方公共団体の業務において、地理空間情報の活用が進み、日常的な業務において精度の

高い地図を便利に使える環境の構築は、その有用性が高く評価されてきています。

しかしながら、昨今の社会経済情勢に鑑みれば、財政的にも厳しい地方公共団体が増加する状況の

中で、初期投資や維持管理に比較的大規模な費用が発生しがちな GIS の導入は、今後はますます厳し

くなってくると考えられます。また、一部の地方公共団体では活用が進んできているとはいえ、一般

的に GIS は、それを使いこなすためのハードルが高く、一般的なアプリケーションに比べて特殊なシ

ステムゆえに、GIS が地方公共団体の日常業務において身近なツールになっているとは言えません。

一方で、今後、地方公共団体は、さらに多様化する市民ニーズにも対応していく責務があります。

多くの団体において事業予算や定員の合理化が求められている社会的情勢を踏まえれば、GIS や地理

空間情報の活用による業務の効率化や高度化は、多くの地方公共団体の課題解決の一助になるもので

もあります（図 1.1-1 参照）。

多様化する
市民ニーズへの対応

行政が置かれている状況

厳しい財政状況

行政に求められること

行政が抱える課題行政が抱える課題行政が抱える課題 行政が取組むべき方向性行政が取組むべき方向性行政が取組むべき方向性

日常業務の効率化日常業務の効率化
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図 1.1-1 GIS や地理空間情報の活用が求められる背景
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近年施行された法律や策定された計画においても、各主体が連携した情報活用の推進が求められて

います。平成 19 年 8 月に施行された地理空間情報推進活用基本法においては、「地理空間情報が国

民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤である」と明記され、地理空間情

報の整備・提供、GIS の利用推進などに関する国と地方公共団体の責務が定められています。

また、平成 20 年 4 月に閣議決定された地理空間情報活用推進基本計画では、「地理空間情報の整

備・提供・流通に関する指針を概成し、地理空間情報の提供・流通を促進する」ことが重点の一つと

して示され、国と地方公共団体が連携して地理空間情報の活用推進に取組むことが求められています。

つまり、地理空間情報活用推進基本計画で目指すべき社会として掲げられている「地理空間情報高度

活用社会」の実現に向けては、地方公共団体が重要な担い手として位置づけられているのです。

なお、一般的に、地図データと画像情報といった図面となっているものだけでなく、文字や数字で

構成される台帳情報及び統計情報等であっても、特定の場所に係る位置を示す情報を含むものは、地

理空間情報に該当することとなります。

本書において、「地理空間情報」と示している時は、地図データ、画像情報、台帳情報及び統計情報

等の全てを指しています。また、市町村の日常業務において主に整備・利用されている地理空間情報

については、巻末の資料１にてリストを作成していますので、参照してください。

 地方公共団体の課題解決の一助として、地理空間情報や GIS の活用は

とても有効です。

 「地理空間情報高度活用社会」に向けては、法律や計画で、地方公共団

体も重要な担い手として位置づけられています。

ここがポイント
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1.2. 本本手手引引ききのの目目的的

本手引きは、各地方公共団体にて既に整備している、あるいはこれから整備する地理空間情報を複

数の主体で共用することが、業務の効率化や市民サービスの向上といった地方公共団体が抱える課題

を解決するために有益な手段のひとつであることに着目し、作成したものです。

取りまとめにあたっては、実際に地理空間情報の共用に取組んできた地方公共団体の事例をもとに

汎用的に整理しましたが、共用の手順は地域事情により異なることが推測されます。そのため、本手

引きは、各地方公共団体が共用に取組むにあたっての第一歩を踏み出すための材料として活用してい

ただき、個別の地域事情が発生した場合には、本手引きをヒントに、各地域の関係主体同士が具体の

対応策を検討していくことを期待しています。

1.2.1.地地理理空空間間情情報報のの共共用用ののイイメメーージジととそそのの意意義義

「1.1.地理空間情報の活用が求められる背景」を受け、地方公共団体の予算面での負荷や職員の業

務負担をなるべくかけずに、地理空間情報が十分に活用されるヒントや具体的な方策を示すものとし

て、本手引きを作成しました。副題を「今すぐ始められる！『共用』実現のためのワークブック」と

したように、既に存在している地理空間情報、あるいは今後整備する地理空間情報を、異なる複数の

主体により「一緒に用いる」＝「共用する」という概念に重きをおいた解決策を提示しています。

例えば、市町村における 1 部署から見た場合の「共用」とは、同じ庁内の他の部署、あるいは都道

府県や地域の民間団体などの他の主体に、地理空間情報を提供し、提供先の主体においても利用する

ということです（図 1.2-1 参照）。一度整備した情報については、共用する範囲を拡げれば拡げるほ

ど、その効果が大きくなると期待されますが、一度に広範囲での共用を目指すのではなく、まずはで

きるところから始めてみることが重要です。

 業務の効率化や市民サービスの向上を目指し、地理空間情報を複数の主

体により「共用する」ということに重きをおいた手引きです。

 各地方公共団体の汎用性を考慮して作成していますが、本手引きで掲載

しきれていない地域ならではの課題については、関連主体にて知恵を出

し合い、検討していく必要があります。

ここがポイント
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部署A

部署B

都道府県

地域団体

利用

利用

利用

提供

利用提供

利用

提供
利用

提供

地理空間情報
の共用の流れ

市町村内

図 1.2-1 地理空間情報の共用イメージ

1.2.2.本本手手引引ききのの全全体体構構成成

本手引きは、平成 19～21 年度に 3 つの地域（静岡県熱海地域、福岡県飯塚地域、北海道岩見沢

地域）をモデル地域とした「基盤地図情報等の利活用推進モデル実証調査」の成果をもとにしていま

す。主たる実証テーマとして、熱海地域では市庁内、飯塚地域では市と県の間、岩見沢地域では市町

村と地域団体の間において地理空間情報を共用することとし、体制の構築から日常業務での活用の試

行まで、具体的な実証を行ってきました。

作成にあたっては 3 地域において、共用に向けて実際に歩んできたステップを参考に構成していま

す。図 1.２-２に示すように、本書は、総括版としての位置づけであり、熱海地域の実証をベースと

して、全国の市町村職員向けに汎用的なものとなるように配慮することで、これから新たに取組む市

町村に有益なものとなるよう努めました。さらに、国等により既に公表されている地理空間情報や GIS

に関連する各種マニュアルについても必要に応じて紹介しています。また、別冊としてとりまとめた、

県と市との共用と共用する行政組織を拡大した飯塚地域（地域版その 1）、民間団体・近隣市町村との

共用と共用する地域を拡大した岩見沢地域（地域版その 2）については、本書でもその一部の内容に

ついて掲載していますが、詳細な内容を確認の際は各地域版を参照してください。
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庁内の共用編

（総括版）

県と市の共用編

（地域版その１）

市と地域団体の共用編

（地域版その２）

共用する地域の拡大
（民間団体・近隣市町村との共用）

共用する行政組織の拡がり
（都道府県との共用、特定業務での共用）

熱海地域 岩見沢地域

飯塚地域

図 1.2-2 本手引きの全体構成

これらの手引きをもとに、各地方公共団体において地理空間情報の利活用のための取組が開始され、

実際に利活用が進んでいくことを期待しています。なお、地方公共団体のおかれている状況はまちま

ちであり、本手引きでは説明や解決策が十分でない課題に遭遇することも考えられます。その際は、

地域の実情にじっくりと向き合い、推進に関与する主体同士で知恵を出し合い、各地における GIS の

先導的な取組からヒントを得たり、有識者等と連携したりして解決していただくことを願っています。
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1.3. 本本手手引引ききのの使使いい方方

各市町村において地理空間情報の活用を推進していくにあたっては、「準備・計画→地理空間情報の

共用→地理空間情報の持続的・発展的な共用」という手順をとっていくことが考えられます。

そこで、本手引きは、この手順に沿った構成をすることで、各市町村の抱えている課題、置かれて

いる状況に合わせ、参照できるようにしました。

1.3.1.本本手手引引ききのの構構成成

本書は、地理空間情報の利活用のための準備・計画（第 2 章）→地理空間情報の共用（第 3 章）→

地理空間情報の持続的・発展的な共用（第 4 章）という、地理空間情報の利活用を進めていく上での

フローに沿った章立てに配慮しています。しかし、実際には、それらは並行して取組んでいく必要が

ありますので、状況に応じて必要な箇所を参照するようにしてください。また、5 章には本書の内容

を振り返るためのチェックリストを用意しました。さらに、資料編には地理空間情報の利活用を推進

していくために必要なさまざまなツールとして、モデル実証調査で活用した資料をテンプレートとし

て用意しましたので、実践にあたって是非活用してください（図 1.3-1 参照）。

さらに、別冊としてとりまとめた地域版も同じ構成としていますので、都道府県、地域団体との共

用を考える場合には、適宜参照するようにしてください。

 地理空間情報の共用は、「準備・計画→地理空間情報の共用→地理空間

情報の持続的・発展的な共用」という手順が望まれます。

 本手引きは、市町村における地理空間情報の活用に取組むにあたって、

実際に経ると考えられる手順に沿っており、各市町村における取組状況

に応じて、必要な箇所を参照しながら活用してください。

 実際に取組を推進するにあたって必要となるツールとして、資料編にテ

ンプレートを用意していますので、活用してください。

ここがポイント
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図 1.3-1 本手引きの全体構成
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用環境が実現する用環境が実現する

中 長 期 の 視
点で持続・発
展 的 に 検 討
する

資料3 テンプレート集

資料4 参考となる文献リスト
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1.3.2.手手引引ききのの利利用用主主体体・・利利用用場場面面

本手引きは、主に市町村において地理空間情報の利活用を実際に担っていく多様な主体をターゲッ

トとして作成したものです。特に、各市町村における情報政策部門に加え、土木や都市計画部門など、

GIS 等を日常業務で既に活用している個別事業部門をはじめとする職員、さらには GIS にこれから取

組もうとしている全ての職員に参照していただくことを想定しています。

表 1.3-1 に、市町村の抱える典型的な課題を想定し、特に参照すべき箇所や利用場面を例示します

ので、参考にしてください。

表 1.3-1 課題に対応した手引き活用のイメージ（例）

市町村が抱える課題・置かれている状況 手引き活用のイメージ

GIS や地理空間情報の整備がほとんど進んでお
らず、何からはじめたらいいかわからない

・どのような情報が、どのような業務に使え
るのかイメージがわかない

→「3.1 共用が期待される地理空間情報の特性を確
認する」や「3.4 地理空間情報を共用して業務を
行う」を参照し、どのような地理空間情報が業務
に利用されるのかを有志で勉強してみる

・各部署の地理空間情報の利用状況やニーズ
が分からないし、活用した場合の具体的な
効果が分からない

→「2.2 地理空間情報の整備・共用・更新における
現状を把握する」を参照し、資料集のテンプレー
トで庁内アンケートを行ってみる。さらに、「2.4
地理空間情報の共用・更新の効果を把握する」を
参照し、特定業務における定量効果を具体的に算
出してみる

GIS や地理空間情報の整備はある程度進んでい
るが、他の部署とも連携して、効果的に活用し
たい

・共用する前に、手続きやデータについて技
術的に対応すべき事項を確認したい

→「3.3 地理空間情報の共用のための準備をする」
において、必要な手続きや共用する際のデータ変
換等の留意点を確認する

・推進体制を確立し、長期的な視野で進めた
い。推進体制が構築されているが、活動が
停滞している

→「2.1 推進体制を構築する」を参照し、庁内で勉
強会やワーキンググループを立ち上げ、「2.6 地
理空間情報の共用・更新の進捗状況を管理する」
を中心に、3 章、4 章の結果をフィードバックさ
せて、共用・更新のサイクルを確立させる

・一部では共用が進んでいるが、その場しの
ぎの対応になってしまっており、見直した
い。

→「2.1 推進体制を構築する」を参照し、庁内で勉
強会やワーキンググループを立ち上げるととも
に、4 章により、持続的・発展的な共用につなが
る手法と体制に向け、見直す。

庁外の主体と連携して、さらに効果的に活用し
ていきたい

・都道府県と連携した地理空間情報の日常業
務への活用を検討していきたい

→まず「庁内の共用編（総括版）」を参照し、「県
と市の共用編（地域版その 1）」を参照しながら
具体的に取組む

・具体的な業務について、都道府県と連携し
た地理空間情報の日常業務への活用を検
討していきたい

→まず「庁内の共用編（総括版）」を参照し、「県
と市の共用編（地域版その 1）」の苦情処理業務
部分を参考にしながら、具体的な進め方を検討す
る

・地域団体と連携した地理空間情報の整備を
検討していきたい

→まず「庁内の共用編（総括版）」を参照し、「市
町村と地域団体との共用（地域版その 2）」を参
照しながら具体的に取組む
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熱海地域の概要

◇熱海市の沿革

明治２２年（１８８９）熱海村が、伊豆山村、泉村、初島村を合併して、新しい熱海

村となり、上多賀村と下多賀村は合併して多賀村となった。明治２４年（１８９１）に

熱海村は熱海町となり、昭和１２年４月１０日多賀村と合併して熱海市が誕生した。さ

らに、昭和３２年網代町と合併して現在に至っている。

熱海市は、天与の温泉と海山の景観美に恵まれ、観光を基幹産業として発展してきた

が、１９８８年には１５００万人程度であった観光客数は、バブル経済の崩壊や観光ス

タイルの変化等の影響により、徐々に減少し、近年は７００万人前後で推移している。

このような背景を受け、第３次総合計画では、「しあわせ もてなし おしゃれな 熱

海」を将来都市像に掲げ、まちづくりに取組んでいる。

◇熱海市の人口・位置

現在の人口は約４万人、総面積は 61.60Km2 であり、位置は以下のとおりである。

方 位 地名 経緯度
極 東 初島 東経 139°10'
極 西 和田山 東経 139°01'
極 南 下多賀字湯ヶ洞 北緯 35°01'
極 北 泉字奥の沢 北緯 35°09'

東経 139°04'
北緯 35°05'

市庁所在地
(熱海市中央町1番1号）

◇熱海市の GIS の状況

* 熱海市庁内では、全庁および各課において、既にそれぞれの目的に合わせ、個別に GIS

が構築されている。

* 全庁レベルでは、職員全員が住宅地図を閲覧することができる GIS が導入されており、

情報政策室で管理されているサーバー内の都市計画基図と住宅地図を読み込み、庁内

グループウェア内で利用が可能である。

* 各課レベルでは、まちづくり課、課税課、財政課、水道温泉課、下水道課、農業委員

会の部署でそれぞれ個別に GIS が導入されており、まちづくり課と課税課では同一の

エンジンを共用している。

* 農業委員会の農地情報主題図については、全庁の住宅地図を利用するエンジンと統合

化されている。

地図
民間企業
住宅地図

都市計画
基本図

地番図・
家屋図

市有財産
台帳付図

水道・温泉
管路網図

下水道
台帳図

農地情報
主題図

導入年次

管轄課 情報政策室 まちづくり課 課税課 財政課 水道温泉課 下水道課 農業委員会
(全庁型GIS) ● ● H18
Sonic Web ● ● H16
Map Quest ● H16
GeonoSIS ● H18
(下水道専用GIS) ● H16
※1 （）内は正式なエンジン名ではない。
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222...地地地理理理空空空間間間情情情報報報ををを共共共用用用・・・更更更新新新すすするるるたたためめめ
ののの準準準備備備・・・計計計画画画をををすすするるる

地理空間情報の共用・更新を推進していくにあたっては、庁内をはじめとする関係主体により、ど

のように共用を進めていくか、最終的にはどのような姿を描いていくか等の目標を共有したり、取組

を推進していくにあたって各主体が連携・調整していったりするための、推進体制の構築が重要とな

ります。

そこで、本章では、推進体制のパターン、推進体制において検討するべき事項や権限、目指すべき

ゴールの設定方法、共用の効果の算定方法、推進体制の進め方、進捗管理の方法等について詳細に示

していきます。

22..11.. 推推進進体体制制をを構構築築すするる

地理空間情報を効率的・効果的に整備・共用・更新していくためには、地理空間情報を管理してい

る主体や、これから活用していこうとする主体が、横断的に互いの状況を把握し、地理空間情報の整

備や管理・活用等に関して、情報を共有・相談・調整できる場が必要となります。

本節では、異なる主体間が連携し、横断的な地理空間情報の整備・利活用を推進していくための母

体となる推進体制を新たに構築していく場合、あるいは、現在既に立ち上げられている推進体制の役

割を強化していく場合などの形態に応じた、基本的な推進体制のパターンを提示します。その上で、

これらの推進体制に参加すべきメンバー、持つべき権限、運営の仕方等について、説明していきます。

なお、推進体制は、ひとつの市町村内のみならず、必要に応じて、国・都道府県・他の市町村、地域

団体や民間事業者等の外部組織も視野に入れ、補強していくことが有効になります。なお、外部との

連携により推進体制を発展させていく考え方については、「4.3. 地理空間情報を持続発展的に共用で

きる体制を整えていく」にて詳細に示していますので、そちらをご参照ください。

庁内を中心として、外部の組織との関係性を示した推進体制のイメージを図 2.1-1 に示します。
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図 2.1-1 推進体制のイメージ

2.1.1.推進体制のパターン

地理空間情報の利活用のための推進体制は、その構築の目的に合わせ、主導する主体（庁内におい

ては推進体制の中心となる課等、例）情報システム部門、個別事業部門）が構築していきます。目的

となる地方自治体の課題解決としては、例えば、推進体制が地理空間情報の整備・共用・更新や GIS

の導入・更新・統合等に関するすべての事項に関与することで予算を効率化するという財政の健全化

や、各主体（庁内に限らず、周辺市町村、都道府県、地域団体、事業者、大学・研究機関等も含む）

が保有している情報や GIS に関する知識・ノウハウを共有する場を設置することによる市民サービス

向上などが考えられます。

ここでは、地理空間情報の活用の目的に応じ、考えられる推進体制の基本的なパターンの考え方を

挙げますので、各地域の現状や今後の目指したい方向性に鑑み、それぞれにとってふさわしい推進体

制を考えるようにしましょう。

 地理空間情報の整備・利活用において達成したい目的をイメージし、推

進体制を構築しましょう。

 推進体制の考え方には、さまざまな視点がありますが、はじめから大々

的な推進体制を構築しようとせず、まずは当面の目的に応じた体制の構

築に注力しましょう。

 推進体制の目的・検討内容・権限等について明確化し、スケジュール感

を持って検討を進めましょう。

ここがポイント

個別
事業部門

市町村
庁内での共用

市町村市町村
庁内での共用庁内での共用

個別
事業部門

情報システム部門

個別事業部門個別事業部門
間での情報共有間での情報共有

・共用・共用

全庁的な共用全庁的な共用

市町村内

都道府県（各部局）

国 （各府省庁）

都道府県と市町村
との共用

都道府県と市町村都道府県と市町村
との共用との共用

地域企業・
産業団体

市町村と
地域産業
との共用

市町村と市町村と
地域産業地域産業
との共用との共用

地域住民・
住民団体

市町村と
地域住民
との共用

市町村と市町村と
地域住民地域住民
との共用との共用

地図・システ
ム・データ整備

事業者

インフラ
事業者

市町村と
GIS関連
事業者と
の共用

市町村と市町村と
GISGIS関連関連
事業者と事業者と
の共用の共用

大学・
研究機関

GIS活用人
材の育成

GISGIS活用人活用人
材の育成材の育成

周辺市町村

周辺市町村
との共用

周辺市町村周辺市町村
との共用との共用

場合によって
体制への参加が
期待される主体
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(1)主導する主体をどこにするか

GIS は、地理空間情報というコンテンツを利用するもの（アプリケーション）であると同時に、庁

内の情報システムのひとつという側面もあります。そのため、地理空間情報や GIS の利活用を促進し

ていくにあたっては、庁内全体の情報システムを所管している情報システム部門が主導的に進めてい

くこともできますし、コンテンツを主に整備し、所管している個別事業部門を中心に推進体制を構築

していくことも考えられます（表 2.1-1 参照）。

ここでは、主導する主体が異なる場合の留意点等について言及します。

表 2.1-1 推進体制を主導する主体のパターン

主導する主体のパターン メリット デメリット

①情報システム部門
【情報システム部門主導型】

予算の調整や重複投資の排除な
どの観点から、個別事業にとら
われず、全庁的な判断ができる。

GIS に関する業務活用のイメー
ジを想定しづらい

②個別事業部門
【個別事業部門主導型】

日常的に GIS に精通しており、
さまざまな知見を有している。

各個別事業部門の事情に左右さ
れやすい。

① 情報システム部門が主導する【情報システム部門主導型】

市町村において地理空間情報を多く活用する主体は、一般的に土木系の個別事業部門であり、必ず

しも情報システム部門が主たる利用者ではありません。そのため、市町村によっては、各個別事業部

門が個別に GIS を導入したり、地理空間情報をばらばらに整備・運用し、ばらばらに更新したりする

例も見られます。その結果、地理空間情報の整備について重複投資が生じたり、過剰なスペックのシ

ステムの導入等が生じている可能性もあります。

そこで、情報システム部門が GIS や地理空間情報についても庁内の情報システムのひとつとして捉

え、関連主体の GIS 及び地理空間情報について現況を把握し、必要に応じて主体間の調整を担ってい

くパターンがあります。

② GIS を主に活用している個別事業部門が主導する【個別事業部門主導型】

上述のとおり、道路・都市計画・上下水道・税務・建設・都市計画部門等の主に図面管理を行って

いる個別事業部門においては、日常的に GIS を業務に活用していることが多いため、その活用方法に

ついても十分な知見を有する人材が配置されていると考えられます。

そこで、GIS および地理空間情報を、各種業務に活用させていくために、知見やノウハウを持った

個別事業部門が、主体的に推進していくパターンがあります。

(2)推進体制の役割をどのように設定するか

推進体制が担うべき役割はさまざまです。詳細は、「2.1.3 推進体制の検討内容・権限」にて述べま

すが、表 2.1-2 に示すように、3 つの推進体制の持つべき役割の例を参照して、構築すべき推進体制

の大枠を考えることが重要です。また、役割については、下記のどれかひとつを選ぶ必要はなく、地

域の実情に合わせて必要な役割を選択、組み合わせましょう。



2.1.推進体制を構築する

2-4

表 2.1-2 推進体制の役割

推進体制の役割 役割の内容

① 部署間の整備・共用・更新の調整を行う
【調整型】

調整・情報共有

② 部署間における取組・情報の共有を行う
【情報共有型】

③効果的に活用していくための支援・検討を行う
【活用検討型】

具体的業務への
活用検討

① 部署間の整備・共用・更新の調整を行う【調整型】

庁内全体の視点から最適な方針を考えていくために、部署間の整備・共用・更新の調整を行います。

この際、把握・調整すべき事項としては以下のようなことが考えられます。

◇複数の部署間で地理空間情報や GIS 重複投資がないか

◇より効率的な地理空間情報や GIS の整備方法・運用方法がないか

◇個別の GIS を統合できないか 等

上記のような状況把握・調整を行うことは、全体的な視点からは望ましいことですが、一方で、こ

れまで各主体にとって最も便利なように環境が構築されていたところが、全庁統一的な仕様の採用、

規格化等により制約が生じることもあるため、調整役の果たす役割は非常に重要となってきます。

② 部署間における取組・情報の共有を行う【情報共有型】

各部署において整備されている地理空間情報や GIS は、各部署の個別業務の効率化等を目的として

いるため、他の部署で状況を十分に把握しないまま、結果的に、個別に整備された GIS や地理空間情

報の中に同一のものや類似するものを含んでいる場合があります。そこで、まずは、どの部署がどの

ような GIS を導入し、地理空間情報を整備しているのかといった現状を把握すること、他の部署で共

有できるものについては、共有する仕組みを構築することにより、新たに整備・導入する部署が無駄

なく、効率的に行えるようになります。

③ 効果的に活用していくための支援・検討を行う【活用検討型】

GIS については、専門的な操作等を伴うため、それを誰もが最大限有効活用できるようになるには、

なかなかハードルが高いのも現状です。そのため、GIS の活用にあたっては、主体間、個人間で、そ

の活用レベルに差が生じてしまいます。そこで、GIS の知識を豊富に持った人や、ICT の得意な人、

外部の専門家等も交え、これまであまり活用されてこなかった業務や、部署の利活用方法を考えたり、

より高度な活用方法を検討し、実践するための体制を整えることで、新たな視点から GIS 活用による

業務遂行が期待できます。

(3)どういう組織体にするか

GIS 及び地理空間情報の活用目的やその範囲、さらには次節に示す「2.1.2.メンバーの選定」とも

関わってきますが、推進体制をどのような組織体として設置・運営していくかについても、いくつか

のパターンが考えられます。

例えば、庁内での活用を検討するならば、庁内の正式な会議体としたり（詳細は、「2．1.3．推進

体制の持つべき役割・権限等」、「2.1.4.推進体制の会議の進め方」参照）、特定業務での活用を目指す
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ならば担当者レベルでのワーキンググループ（WG）として位置づけたり、関係者が多く客観的なア

ドバイス等が必要な場合は、外部有識者を交えた会議形式としたりする等のパターンが想定されます。

推進体制の役割に応じて、有意義な意見交換・情報共有、実証的検討等が機動的に行われるような

組織体のあり方を検討する必要があります。

2.1.2.メンバーの選定

「2.1.1.推進体制のパターン」で検討したら、推進体制に必要な構成員を招集します。

(1)参加主体を決める

想定されるメンバーとそれぞれの役割を表 2.1-3 に示します。

「2.1.1.推進体制のパターン」で検討した推進体制の大枠や、地理空間情報活用の目的に合わせ、

今回構築する推進体制に必要なメンバーに声がけを行います。

表 2.1-3 推進体制を構成するメンバー

想定されるメンバー 期待される役割

情報システム部門
組織体制の運営事務局、各主体間（庁内、庁外）
の調整、全庁的観点からの GIS の最適化 等

地理空間情報所管部署/
GIS 活用部署

既に導入している GIS や整備している地理空間
情報に関する情報提供、庁内での地理空間情報の
利活用促進にむけた知見の提供 等

地理空間情報活用検討部署/
GIS 活用検討部署

地理空間情報や GIS に対するニーズ・今後の方向
性に対する意見、活用したい業務に対する具体的
な意見 等

個人情報関連部署
個人情報が関連する地理空間情報の取扱ルール
の検討や運用 等

広報関係（HP 関係）部署 庁外へ情報発信をする地理空間情報の運用 等

自治体

企画・財務部署
市町村の総合政策・情報化計画・予算等との整合
性の調整 等

地域企業・産業団体
各主体にて整備している地理空間情報および
GIS の共同整備・利用、活用したい業務に対する
具体的な意見 等

インフラ事業者（電気、ガス等）
各主体にて整備している地理空間情報および
GIS の共同整備・利用 等

地図・システム・データ整備事業者
GIS、ICT 等のツールの市町村業務への利活用に
関する専門的な情報提供 等

地域団体・民
間事業者等

有識者 等
地理空間情報の利活用に向けた取組の客観的評
価・アドバイス 等

(2)参加者の属性を決める

推進体制を構成するメンバーの属性（役職、職位、専門分野等）の選定方針についても、多様な考

え方があります。一般的には、庁内の他の会議体等と同級のメンバーを選定することも考えられます

が、GIS については、比較的専門的な知識等を有することから、より現場に近い職位や、職位にこだ

わらないといった方針も考えられます。

以下では、目的や構成主体の異なる３つのモデル地域における推進体制の構成を示します。
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事例 1 は熱海地域において庁内の共用を目的とした体制の事例、事例 2 は飯塚地域において県と市

の共用を目的とした体制の事例、事例 3 は岩見沢地域において市と地域団体（農業）の共用を目的と

した体制の事例です。いずれも、目的が違うことにより、推進体制にも違いがみられます。

【事例１、２、３】参照

【事例１】庁内の共用を目的とした推進体制（熱海地域）

・ 熱海地域においては、庁内外で地理空間情報の利活用を促進することを視野に入れ、既に

個別 GIS を導入している部署、GIS は導入されていないが今後地理空間情報の利活用が求

められている部署、個人情報を所管する部署、情報発信を担当する部署といった、庁内の

多様な部署の職員を構成員とした。

・ その結果、多様な取組に対する課題やニーズが抽出されるというメリットがあった一方で、

構成員の GIS に関する理解度の差が大きかったこと、構成員の数が多いこと等を背景とし

て、会議で活発な議論がなされなくなってしまった。

・ そこで、GIS の利活用の目的を、共通地図整備、庁内共用、庁外発信の 3 つに分け、それ

ぞれの目的別に WG を立ち上げた。WG メンバーをそれぞれに関連の強い構成員のみとす

ることで、それぞれの WG で活発な議論を行いやすい環境を整え、構成員の積極的な参加

を促す工夫をした。

熱海市GIS部会の構成員

情報システム部門職員（事務局）

個人情報関連部署職員

広報関係（HP）部署職員

総務課情報政策室

財政課財政室

総務課広報広聴室

職位は、担当レベルから室長クラスまでさまざま。GISに関して知識が深い職員、GISの業務への活
用に対し意欲の高い職員により構成。
職位は、担当レベルから室長クラスまでさまざま。GISに関して知識が深い職員、GISの業務への活
用に対し意欲の高い職員により構成。

地理空間情報所管部署/
GIS活用部署

水道温泉課工務室、下水道課施設室、
建設課都市計画室、財政課管財室、
課税課資産税係、産業振興課農林水産
室

地理空間情報活用検討部署/
GIS活用検討部署

消防総務課総務室、防災室、
観光課観光室、文化交流課文化施設室、
学校教育課教育政策推進室、
健康と子育て支援課子育て支援室、
建設課用地室、市民生活課環境企画室、
社会福祉課高齢者福祉室、総務課総務室

共通白地図整備WG共通白地図整備WG

庁内共用WG庁内共用WG

庁外発信WG庁外発信WG

【建築・土木・上下水道等の個別GIS導入部署と個人情
報審査会所管の部署にて構成】
業務におけるGISの活用が、現在または将来、法令等
で求められる部署にて構成され、各種ルールや今後の
地理空間情報の整備方針をコアに検討することを目的

【防災・福祉等の部署を中心に構成】
庁内で共用することが有力な地理空間情報を新規に整
備・共用することを目的

【観光・文化・子育て関連の部署を中心に構成】
市民や観光客等に向けた庁外への地理空間情報の発
信を目的

目的別に目的別にWGWGを設置し、を設置し、
関連する部署の部会員で構成関連する部署の部会員で構成
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【事例２】県と市の共用を目的とした推進体制（飯塚地域）

共用ルール検討ＷＧ（県）

情報システム部門（事務局）

県と市間の共用ルール検討、道路苦情処理業務における利活用の２つのテーマにあわせて、担当
レベルのワーキングループを設置。県、市とも事務局は情報システム部門職員が担当。
県と市間の共用ルール検討、道路苦情処理業務における利活用の２つのテーマにあわせて、担当
レベルのワーキングループを設置。県、市とも事務局は情報システム部門職員が担当。

市情報システム部門（事務局）

地理空間情報所管部署

道路苦情処理ＷＧ

地理空間情報所管部署

地理空間情報活用予定部署

地理空間情報活用予定部署

共用ルール検討ＷＧ（市）

個人情報関連部署

個人情報関連部署

GIS活用予定部署

GIS活用予定部署

連携

連携
利用モニター

利用モニター

県

市

福岡県県土整備部
道路維持課管理係、
飯塚県土整備事務所
道路維持課維持係

総務課、課税課、
文化財保護課

福岡県企画・地域振興部
情報政策課情報化調整班

県土整備部砂防課砂防係、
河川課企画調査係、
環境部環境保全課

飯塚市企画調整部
情報推進課情報管理係

都市建設部
土木管理課総務係

環境政策課、消防防
災課、森林振興課...

管財課、
高齢者支援課
農林課

共用ルール検討ＷＧ（県）

情報システム部門（事務局）

県と市間の共用ルール検討、道路苦情処理業務における利活用の２つのテーマにあわせて、担当
レベルのワーキングループを設置。県、市とも事務局は情報システム部門職員が担当。
県と市間の共用ルール検討、道路苦情処理業務における利活用の２つのテーマにあわせて、担当
レベルのワーキングループを設置。県、市とも事務局は情報システム部門職員が担当。

市情報システム部門（事務局）

地理空間情報所管部署

道路苦情処理ＷＧ

地理空間情報所管部署

地理空間情報活用予定部署

地理空間情報活用予定部署

共用ルール検討ＷＧ（市）

個人情報関連部署

個人情報関連部署

GIS活用予定部署

GIS活用予定部署

連携

連携
利用モニター

利用モニター

県

市

福岡県県土整備部
道路維持課管理係、
飯塚県土整備事務所
道路維持課維持係

総務課、課税課、
文化財保護課

福岡県企画・地域振興部
情報政策課情報化調整班

県土整備部砂防課砂防係、
河川課企画調査係、
環境部環境保全課

飯塚市企画調整部
情報推進課情報管理係

都市建設部
土木管理課総務係

環境政策課、消防防
災課、森林振興課...

管財課、
高齢者支援課
農林課

【事例３】市と地域団体（農業）の共用を目的とした推進体制（岩見沢地域）

地域連携による利活用推進検討委員会

地図･ｼｽﾃﾑ･ﾃﾞｰﾀ整備事業者

大学准教授

委員長としてＧＩＳの専門家（大学准教授）を据え、委員は、課長レベルで構成。オブザーバーとして、
今後連携を深めたい周辺市や団体も参加。
委員長としてＧＩＳの専門家（大学准教授）を据え、委員は、課長レベルで構成。オブザーバーとして、
今後連携を深めたい周辺市や団体も参加。

委員長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ委 員

個人情報関連部署

GIS活用予定部署

周辺市情報システム部門、
個人情報関連部署

岩見沢市農政部
農業基盤整備課

岩見沢市総務部文書課

三笠市総務課総務文書係、
美唄市総務部 地域経営室

水道企業団

土地改良区

Ｊ Ａ

市出資情報ｼｽﾃﾑ
会社、測量会社

岩見沢市経済部
企業立地情報化推進室

行政

民間

情報システム部門
（事務局）

地域企業・産業団体
（GIS活用団体）

地域企業・産業団体
（GIS活用予定団体）

地域企業・産業団体
（GIS活用予定団体）
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2.1.3.推進体制の検討内容・権限等

(1)推進体制の位置づけ

推進体制の構築にあたっては、庁内で正式に位置づけを行うことで、より実効的な体制になります。

その際、市町村における既存の会議体に合わせ、単独で委員会（例：地理情報システム委員会 等）

として設置したり、委員会や本部（例：行政情報推進委員会、情報化推進本部 等）の下の専門部会

として設立したりするなどが考えられます。

ただし、正式な会議体として位置づけを行うには、その推進体制が目指す目的、推進体制が持つ役

割・権限等について、明確化しておくことが必要となります。推進体制を構築するにあたり、構築の

目的などが不明確である、あるいは関係者間で統一的な見解がとられていないといった場合には、ま

ずは準備組織の設置からスタートしましょう。

(2)推進体制の検討内容・権限

「2.1.1.推進体制のパターン」の検討をふまえ、構築する推進体制の検討内容を定めます。表 2.1-4

には、推進体制の検討内容として考えられる事項を列挙しました。これらは、地理空間情報の整備・

共用・更新の促進にあたっては重要な項目ですが、立ち上げ当初の状況や、体制を構築する目的など

によっては、必須でない項目もありますので、状況に合わせて検討しましょう。

事例 4～6 は熱海地域、飯塚地域、岩見沢地域におけるそれぞれの推進体制の検討内容・権限を示

したものです。目的や地域の現状やニーズが異なるため、推進体制の検討内容・権限も多様です。

【事例４、５、６】参照

表 2.1-4 推進体制の検討内容（例）

検討すべき事項 概要

① 庁内のすべての地理空間情報
の整備・運用計画の策定・調整

整備・運用計画については、推進体制における調整を図り、各個
別事業部門で策定する。各個別事業部門は計画に基づき整備を行
う。

② 庁内のすべての GIS の整備・運
用計画の策定・調整

整備・運用計画については、推進体制における調整を図り、情報
システム部門が一元的に策定する。各個別事業部門は計画に基づ
き整備を行う。

③ 庁内各部署の地理空間情報・
GIS に関する次年度予算要求の調
整

整備・運用計画及び推進体制の調整のもと各個別事業部門の委託
費用（機器借上げ料、保守費用を除く）で予算要求を行うものと
するが、GIS については、情報システム部門の協議を必要とする。

④ 地理空間情報・GIS に関する情
報公開とセキュリティ・個人情報
保護に関する検討および制度の
運用

地理空間情報・GIS に関する情報公開とセキュリティ・個人情報
保護について推進体制において検討を行い、その結果をもとに、
各個別事業部門において取扱いルールの策定、条例改正の検討等
を行い、それをもとに制度を運用する。

⑤ GIS 推進計画等の進捗の把握 GIS 推進計画等の進捗状況については、年度ごとに各個別事業部
門が情報システム部門に報告するものとし、推進体制において報
告し、共有する。

⑥ 庁内の地理空間情報・GIS の利
用度・費用対効果の把握

情報システム部門や各個別事業部門にて把握した、地理空間情
報・GIS の利用状況、費用対効果等について、推進体制にて報告
し、共有する。

⑦ 外部組織との地理空間情報・
GIS の共同利用等に関する調整

都道府県・国、地域団体、事業者、大学・研究機関等外部機関と
の GIS の共同利用・共同整備等の取組に関して、ニーズを整理、
取組に向けた調整等を行う。

⑧ 地理空間情報・GIS に関連する
情報の提供

情報システム部門が、地理空間情報・GIS に関連する情報の収集
を行い、推進体制等を通じて、情報の提供を行う。
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【事例４】庁内の共用を目的とした推進体制の位置づけ・権限の例（熱海地域）

・ 推進体制は、熱海市の行政情報推進委員会の専門部会のひとつとして以下のように、目的、
掌握事項等が位置づけられている。

・ 【検討事項】「地理空間情報の整備・運用計画の策定または見直し」と「GIS の導入・運用

計画の策定または見直し」における部会のイメージは以下のとおり。

・ 【検討事項】「地理空間情報及び GIS の整備、更新等に関する予算に関すること」におけ
る部会のイメージは以下のとおり。

(目的)
熱海市が管理する地理空間情報及び地理情報システム（以下「GIS」という。）の利活用において、関係主体に

よる情報共有を推進し、地図等の重複整備の削除、行政の効率化及び高度化、並びにそれに伴うさらなる
住民サービスの向上に寄与すること。

(掌握事項)
1 地理空間情報及びGISの効率的な整備の推進並びにその適切な管理及び運用に関すること。
2 前号に規定する事項に係る情報の収集及び共有に関すること。
3 前２号に掲げるもののほか、地理空間情報及びＧＩＳの管理運用に関し必要な事項
(組織)
1 副部会長2名を置く。
2 副部会長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 電子計算担当課の室長
(2) 建設部各課の室長又は副室長から部会長が指名する者 1名
3 部会員は、次に掲げる職員のうちから委員長が指名する。
(1) 電子計算担当課、広報広聴担当課及びGIS利用課（利用希望課を含む。）に属する職員。
(2) 前号に掲げるもののほか、地理空間情報及びGISに関する高度な知識、技能を有する職員。
（部会員の任期）
部会員の任期は１年とし、再任を防げない。ただし、部会員に欠員が生じたときの補欠の部会員の任期は、前任
者の残任期間とする。
(庶務)

委員会の庶務は、電子計算担当課において処理する。
(会議)

部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者を出席させ、説明、意見等を求めることができる。

自らの業務において必要な地理空
間情報の整備、更新計画の素案
を部会に提出する。

熱海市GIS部会

素案提出
各課室の内容を
取りまとめて調整

計画策定

地理空間情報の整備・運用計画の策定又は見直し

主管課室 主管課室

自らの業務において必要なGISの
導入、更新計画の素案を部会に
提出する。

素案提出
各課室の内容を
取りまとめて調整 計画策定

GISの導入・運用計画の策定又は見直し

情報政策室主管課室

熱海市GIS部会

￥￥

￥￥

地理空間情報及び
GISに係わる
予算案提出

新規（一定額以上）

予算要求部署等の調整
及び費用対効果の把握指示 ￥￥

￥￥

予算要求

共
同
で
作
成

費用対
効果

算定結果

費用対
効果

算定結果

算定内容、重複投資
の有無の確認提出

OR

内容
承認

￥￥

予算
要求

重複投資の
有無確認

内容
承認

新規（一定額以下）
・更新

各整備・運用計画に基づく予算要求

財政課財政室

情報政策室

主管課室

主管課室

情報政策室 主管課室

主管課室

財政課財政室

熱海市GIS部会 熱海市GIS部会

熱海市GIS部会
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【事例５】県と市の共用を目的とした推進体制の位置づけ・権限の例（飯塚地域）

・ 県及び市において地理空間情報の共用を実現するための運用上の課題や効果について、試
験的な共用環境を構築し、抽出・検討することなどが目的であったため、推進体制は、①
県と市との間の共用ルール全般、②飯塚市域における道路苦情処理の 2 つのテーマについ
て準備組織という位置づけで構築した。

①共用ルール検討ワーキンググループ
・ 共用ルール全般については、情報を提供する主体側での判断・検討が必要であること、県

と市の多数の部署が一同に介する場の設定は労力を要することから、県と市それぞれが情
報セクションを事務局に、庁内にワーキンググループを設置した。

・ ワーキンググループのメンバーは、県と市間において共用ニーズのあった地理空間情報を
所管する部署とした。

（目的）
・ 県および市が連携して GIS を共用することにより、住民サービスの向上や各種業務の効率

化が図られるよう、関係主体間における地理空間情報の提供や利用のルールおよび課題等
について検討する

（検討事項）
・ 県が市、市が県のデータを利用して情報公開や業務での利活用を行うにあたって、課題や

懸念事項の抽出
・ 共用 WebGIS による運用ルール及び実用性の検討

②道路苦情処理業務検討業務ワーキンググループ
・ 主に道路に関する苦情要望を授受する県土整備事務所と飯塚市役所土木管理課を中心に関

係課で構成した。
・ 市役所と県土整備事務所の庁舎が近接していること、限られた部署での構成であることか

ら、県と市が一同に介して協議するワーキンググループを設置した。

（目的）
・ 県および市が地理空間情報を共用することにより、道路苦情要望対応処理業務における業

務効率化や行政サービスの向上が図られるよう、関係主体間における地理空間情報の共用
や運用ルールおよび課題等について検討する

（検討内容）
・ 業務に必要な地理空間情報とその共用に関するルールと課題
・ 簡易システムを用いた業務への適用、運用ルール等の検討

・ 推進体制事務局（県情報政策課、市情報推進課）における役割
 庁内の各部署との調整
 利用するハードウエア、ネットワークなどの調整
 県と市間で調整

・ 推進体制メンバーの役割
 自課所管の地図情報の提供
 他所属における利用可能な範囲の判断・検討
 実運用にむけた課題の検討
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【事例６】市と地域団体（農業）の共用を目的とした推進体制の位置づけ・権限の

例（岩見沢地域）

・ 岩見沢市が本実証調査を受けて設置した検討委員会の参加団体（岩見沢市、いわみざわ農
業協同組合、北海土地改良区、空知中央農業共済組合、桂沢水道企業団）を構成員とする
「岩見沢市地図情報等利活用推進モデル事業」を立ち上げ、参加団体との間で「岩見沢市
地図情報等利活用推進モデル事業に関する覚書」（以下「覚書」という）を締結した。

・ この覚書において、推進体制の目的・権限については以下のものとされている。

(目的)
岩見沢地域における紙地図、デジタル地図データ及び属性データ（以下「地図情報等」という。）に
ついて、地域連携による相互利活用を推進し、業務の効率化と経費の節減を図り、もって地域産
業の振興と市民サービスの向上を図ることを目的とする。
（役割）
（１）地図情報等の提供
各構成員が保有する地図情報等及び国土交通省モデル事業にて提供される地図情報等につい
て、相互利活用により相乗効果が期待されることを条件とし、無償で相互に提供するものとする。
（２）課題の整理及び検討
地図情報等の相互利活用の推進に関し、地図情報等の提供、運用上の課題を整理し、検討を行
うものとする。
①地図情報等の提供におけるデータ形式など技術的条件に関すること。
②地図情報等の流通におけるセキュリティーに関すること。
③個人情報の保護、知的財産権に関すること。
④地域連携体制の構築に関すること。
⑤地図情報等の更新等に係る費用に関すること。
⑥その他、相互利活用の推進に必要な事項に関すること。
（事務局）
この覚書に係る事務を処理するため、事務局を岩見沢市経済部産業情報化推進室（平成21年度
から企業立地情報化推進室に改称）に設置するものとする。

・ 推進体制の主導的組織は岩見沢市経済部企業立地情報化推進室が担当し、庁内各部署、外
部団体の調整を行う。

・ 地理空間情報の共同整備時には企業立地情報化推進室が民間団体の申請を受け、情報整備
を行う部署と調整を行う。また、費用負担や仕様に係る協議についても調整窓口となる。

JAいわみざわ

北海土地改良区

空知中央NOSAI

団体

桂沢水道企業団

各部署

岩見沢市役所

企業立地情報化

推進室

外部窓口兼調整部署

各部署

各部署

各部署

産業情報化推進室産業情報化推進室産業情報化推進室

○費用負担についての協議

○予算要求についての協議

○製品仕様についての協議

○著作権についての協議

部署or団体

①データ整備を行いたい部署、
団体がメタデータを確認

部署or団体

②企業立地情報化推進室へ整備方
針決定の上、打診

部署部署

③企業立地情報化推進室が各
団体、各部署へ連絡

団体団体

産業情報化推進室産業情報化推進室産業情報化推進室

④具体的な連携の協議
⑤合意の形成⑥発注⑦情報整備後

・共同利用

・メタデータのクリアリン
グハウスへの登録



2.1.推進体制を構築する

2-12

2.1.4.推進体制の会議の進め方

推進体制の進行にあたっては、発足時は推進体制そのもののあり方や、現状の地理空間情報の利活

用状況・ニーズの把握等、本格稼動させるために必要な事項について議論・情報共有すべきことがた

くさんあります。

そのため、ここでは、推進体制の発足時の進め方と本格稼動した後に定期的な運営時の進め方につ

いて、段階別に記載します。

(1)発足時の会議の進め方

発足時において議論すべき事項については、発足時の各主体のモチベーションの維持、構成員の定

期的な人事異動等をふまえると、可能であれば、1 年～2 年程度で準備が整うことが望ましいと考え

られます。

そのため、以下のような内容について、1～2 年程度で議論が終わるよう、会議体の運営計画を構築

するようにしましょう。また、場合によっては、一部で実証的検討を行うのも有効です。

◇キックオフ（目的の共有 等）

◇地理空間情報・GIS の整備状況及びニーズの把握

◇推進体制の持つべき役割・権限等の策定

◇地理空間情報の利活用に向けた短期・中長期的な方向性の検討 等

事例７～９は熱海地域、飯塚地域、岩見沢地域における推進体制の発足期間における会議体の運営

の流れを示しています。どの地域でも検討状況にあわせて会議の運営方法を工夫させています。

【事例７、８、９】参照
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【事例８】県と市の共用を目的とした会議体発足時の運営（飯塚地域）

・ 福岡県と飯塚市においては、当初、飯塚市及び飯塚市を所管する県出先機関といった幅広
い課を対象としたワーキンググループ設立準備会を設置した。２年目以降は、庁内の現状
とニーズの把握をもとに、県と市における地理空間情報の共用ニーズ調査を実施した。

・ その結果をもとに、県と市の情報セクション間において、県と市で共用が期待される業務
や関係部署を絞り込み、①道路苦情処理、②県及び市における共用に係る 2 つのワーキン
ググループを設置した。

平
成
19
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
21
年
度

「ワーキンググループ設立準備会」立ち上げ
庁内のGISおよび地理空間情報の現状・ニーズ
調査（飯塚市及び飯塚地域の県出先機関）

現状・共用ニーズ調査から、県と市において共用
可能な業務や地図情報を抽出

情報セクションでのテーマの検討

共用により業務効率化の可能性がある業務
「道路苦情処理ワーキンググループ」を設置

共用により行政サービスの向上の可能性がある
「共用ルール検討ワーキンググループ」の設置

道路維持関係部局の選定

庁内のGISおよび地理空間情報の現状・ニーズ
調査（福岡県：出先機関も含む）

県と市における地理空間情報の共用ニーズ調査

共用ニーズがあり、既に電子化された地理空間
情報を所管する部署を抽出

関係部局の選定

道路苦情処理、共用のテーマ別に
実証システムによる共用の検証

平
成
19
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
21
年
度

「ワーキンググループ設立準備会」立ち上げ
庁内のGISおよび地理空間情報の現状・ニーズ
調査（飯塚市及び飯塚地域の県出先機関）

現状・共用ニーズ調査から、県と市において共用
可能な業務や地図情報を抽出

情報セクションでのテーマの検討

共用により業務効率化の可能性がある業務
「道路苦情処理ワーキンググループ」を設置

共用により行政サービスの向上の可能性がある
「共用ルール検討ワーキンググループ」の設置

道路維持関係部局の選定

庁内のGISおよび地理空間情報の現状・ニーズ
調査（福岡県：出先機関も含む）

県と市における地理空間情報の共用ニーズ調査

共用ニーズがあり、既に電子化された地理空間
情報を所管する部署を抽出

関係部局の選定

道路苦情処理、共用のテーマ別に
実証システムによる共用の検証

・ 熱海市においては、「熱海市 GIS 部会」という正式な組織を立ち上げる前に、準備部会と
して検討をはじめ、正式な組織の本格稼動まで 2 年程度の期間を要した。この間、部会メ
ンバー職員の人事異動等に伴い、2 度の構成員の入れ替えが行われた。これにより、それ
までの議論等を新しい構成員に共有する必要があり、議論がなかなか進まずに、本格的な
稼動の遅れにもつながってしまった。

【事例７】庁内の共用を目的とした会議体発足時の運営（熱海地域）

平
成
19
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
21
年
度

「熱海GIS準備部会」立ち上げ
庁内のGISおよび地理空間情報
の現状・ニーズ調査

現状・ニーズ調査から熱海市にお
ける課題を整理

平成19年度で挙げられた5つの課題を中
心に短期のロードマップを作成

優先的に取り組むべき課題につ
いて、先行的に実証実証的検討結果の共有と今後の方針の

検討

推進体制の役割・権限等の検討・調整

機構改革及び人事異動に伴う部会メン
バーの変更

人事異動に伴う部会メンバー変更
平成20年度成果をふまえ新規メンバーの
追加

中長期のロードマップの策定

「熱海市GIS部会」の発足

行政情報推進委員会へ諮問
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【事例９】市と地域団体（農業）の共用を目的とした会議体発足時の運営（岩見沢地域）

・ 岩見沢市では「岩見沢市地図情報等利活用推進モデル事業」を立ち上げ、参加団体との間
で「岩見沢市地図情報等利活用推進モデル事業に関する覚書」を締結し、地理空間情報共
用を積極的に行いつつ、課題を整理し、周辺市町村も含めた地理空間情報共用体制を構築
することとした。

・ 初年度に実証調査事業において検討委員を設置し、合意形成がされた。
・ 2 年目以降も、検討委員会を中心として地域内での共用にかかわる検討を行い、周辺地域

も含めた地理空間情報共用体制を構築することとした。

平
成
19
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
20
年
度

【推進体制構築準備】

・メンバー選定
・各メンバーの地理空間情報に関する取
組状況整理
・共用を望む地理空間情報の整理
・想定される課題の抽出

庁内、のGISおよび地理空間情報の現状・
ニーズ調査

現状・ニーズ調査から地理空間情報共用・
更新における課題を整理

平 成 19 年 度 で 挙
げられた課題を中
心に短期のロード
マップを作成

【検討・実証課題】
・地理空間情報の個人情報該当性
・共用効果試算（新規情報整備時）
・クリアリングハウスを用いた情報共有方法
・情報接合時の位置ズレ検証

・実証的検討結果の共有及び追加課題
の整理
・今後の方針の検討

推進体制活動の中長期のロードマップの
策定

岩見沢市が「岩見沢市地図情報等利活
用推進モデル事業」を実施

岩見沢市から空
知 中 央 NOSAI
への情報提供の
実施

具体的事例

推進体制メンバーの拡大（三笠市、美唄
市のオブザーバー参加）

平
成
21
年
度

平
成
21
年
度

【検討・実証課題】
・地理空間情報が個人情報に該当した場合
の留意事項
・共用効果試算（業務効率化）
・クリアリングハウス構築
・共同整備による費用削減効果試算
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(2)本格稼動後の会議の進め方

推進体制が本格稼動してからは、全体会議としては、年度当初あるいは年度末、予算要求前といっ

た年 2～3 回程度の定期的な開催を行い、推進体制の持つべき役割・権限をしっかりと果たすように

運営していくことが望まれます。

◇年度初め

* 各部署における地理空間情報の整備及び GIS の導入・更新計画等の報告 等

◇予算要求時

* 次年度の新規システム及び地理空間情報等に関する予算要求調整 等

◇年度終わり

* 各部署における地理空間情報の整備及び GIS の導入・更新等に関する実績報告

* 全庁的な GIS 推進計画の進捗状況の把握・見直し

* 庁内外への共用の成果等の効果の PR 等

一方で、推進体制のメンバー全体で情報を共有したり、議論したりすべき事項が発生した場合には、

定期開催に限らず、その都度適宜開催するようにしましょう。

また、推進体制の下部組織等については、推進体制の全体会議とは別に、必要なメンバーで随時集

まり、作業を進めていきましょう。
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22..22.. 地地理理空空間間情情報報のの整整備備・・共共用用・・更更新新ににおおけけるる現現状状をを把把握握すするる

推進体制に参画している各主体においては、既に多様な地理空間情報を整備・更新していたり、一

部の主体間では共用を進めていたりする場合もあります。また、各主体においては、他の主体が整備・

管理している地理空間情報の潜在的利活用ニーズがあることも想定されます。

そのため、地理空間情報の整備・共用・更新にあたって、まずは、関係主体の GIS の利用状況等に

係る現状や、地理空間情報の利用ニーズを把握する必要があります。この結果から、初めて地理空間

情報の共用にあたっての具体的な課題の整理が可能となります。

そこで、本節では、地理空間情報の整備・共用・更新の現状とニーズに関して、アンケート調査（必

要に応じて、ヒアリング調査による詳細調査を行う場合もある。）を行うことにより把握する方法を示

します。

2.2.1.地理空間情報の整備・共用・更新状況及び利活用ニーズを把握する

各主体へアンケート調査を行うことにより、それぞれの地理空間情報に関する活用実態及び利用ニ

ーズを把握します。ここで、整理すべき事項としては、表 2.2-1 のような内容が挙げられます。具体

的には、推進体制内で整備している地理空間情報の基礎的情報、地理空間情報の利用・共用実態、情

報の整備・更新における課題、GIS の利用状況や活用の中心となっている人材（活用レベルごとの職

員数等）、新たな地理空間情報に関する利活用ニーズなどを把握していきます。

アンケートの具体的な調査票イメージについては、資料編の「資料３テンプレート集」を参照して

ください。これらのテンプレートは、熱海地域において実際に利用したものであり、庁内のみを対象

とする調査を行う場合のサンプルです。庁内と都道府県を対象とする調査を行う場合のサンプルは地

域版１を、庁内と地域団体を対象とする調査を行う場合のサンプルは地域版２の資料編をそれぞれ参

照してください。

また、各地域版の手引きの本編では、具体的な調査方法や結果を記載していますので、参考にしま

しょう。

 既存の地理空間情報の活用実態、新たな地理空間情報の利活用意向のニ

ーズの両面を的確に把握しましょう。

 地理空間情報を取り巻く環境（システム、人材の状況）についても、地

理空間情報の活用実態、ニーズ把握と併せて、整理をしましょう。

 活用実態とニーズの差異等に着目し、その差異が生じる要因等を明らか

にしていくことで、解決すべき課題を整理しましょう。

ここがポイント
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表 2.2-1 アンケートで整理すべき事項

整理すべき項目 整理内容 整理結果の活用イメージ

各主体において導入
している GIS

GIS 名称
所管組織名
利用組織
利用エンジン
搭載している地理空間情報
更新頻度 等

・地理空間情報の利用環境の
把握

各主体における GIS 活
用人材

各主体における GIS 利用可能人材の割
合・レベル構成

・GIS の活用可能性を把握

各主体において整理
している地理空間情
報リスト

地理空間情報名
所管組織
縮尺
整備エリア
更新頻度
最新更新年
測地系
ファイル形式
保管形態
作成者
作成に基になった地図
作成・更新費用 等

・シーズの整理

地図の親子関係 各種地図のベースとなっている地図を
明らかにする

・ベースとなる地図が異なる
場合の重ね合わせ時の課題を
抽出

地図の利用状況 各部署における地図の利用頻度
利用目的
利用上の不便な点

・各種地図の利用状況を把握

地図の授受状況 異なる主体間での地図の授受状況・授受
にあたっての制約条件の整理

・GIS 上での共用状況の把握
・地図の授受において制約と
なる課題の抽出

活
用
実
態

地理空間情報整備・更
新時の課題

作成費用・更新費用の予算確保
地図の正確性の担保
修正の手間
他部署との共有 等

・電子地図、紙地図それぞれ
の課題を抽出

統計・台帳データの地
図との連動意向

統計・台帳データ名
保有状態
地図との連動性

・位置情報を所有する統計・台
帳データの地図との連動ニー
ズを抽出

利
用
ニ
ー
ズ各主体の地理空間情

報の共用ニーズ
他主体の地理空間情報のうち利用した
いもの

・地理空間情報の共用ニーズ
の把握

なお、地形図、都市計画図、道路台帳図等、市町村の業務に用いる背景図として重要な地図につい

ては、アンケートに追加して関係主体（庁内及び庁外）や委託業者などにヒアリングを行うことによ

り、より詳細な把握を行うことが有効です。ヒアリングの内容は表 2.2-2 のような内容が挙げられま

す。
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表 2.2-2 ヒアリングで整理すべき事項

整理すべき項目 整理内容 整理結果の活用イメージ

測量の有無 測量成果かどうかの確認

整備した地理空間情報の概要 （アンケート結果において補足する事
項があれば詳細に確認）

地図の整備について

当該地図の整備にあたっての課題とニ
ーズ

現状における整備方法の課題・ニーズ等
から今後取組むべき事項についての検
討材料

更新に際して、当該部署（あるいは、他
の主体）で所管している情報の活用の有
無

更新にあたってもとにする情報から、更
新方法を把握

更新の予定・頻度 更新のタイミングなどを把握すること
で、システムの統合時等の検討材料

地図の更新方法

契約形態 ライセンス形態、納品形態（中間生成物
の納品の有無）等を確認

システムの設計書 システムの構築方式、システムが有する
機能等を確認

システムで多用する機能 実際の業務において活用されている機
能と上記の有する機能を比較して、無駄
がないか等を確認

（個別 GIS がある場
合）システムについ
て

現状のシステムにおける課題・ニーズ 今後のシステムの整備方針（統合化等）
の際の検討材料とする

また、各地域において現状把握を行った結果のとりまとめイメージについては、事例 10、11、12

に示します。どのような事項を調査すれば、どのような事項が明らかになるかのイメージを持つにあ

たり、参考にしてください。

【事例１０、１１、１２】参照
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【事例 10】庁内の共用を目的とした地理空間情報の実態把握（熱海地域）

・ 熱海市にて整備されている地図は、基本的には都市計画基図をベースとして作成されてい
るが、かつての日本測地系のまま更新している地図と世界測地系で整備した地図の双方が
存在するため、測地系・年次が混在している。

都市計画
基本図 地番図 家屋図

統計調査区地図
地番図 ●日/h10
家屋図 ●日/h10
市有財産台帳付図 ● ●
農振農用地区域管理図 ●世/h16
農地情報主題図 ●世
ごみ収集ステーション ●
熱海国際観光温泉文化都市建設計画図 ●世/h16
道路台帳現況平面図 ●
熱海市防災マップ ●
水道・温泉管路網図 ●日/h16
熱海市公共下水道事業計画図 ●
下水道台帳図 ●世/h16
防災報告書 ●
投票区周辺地図 ●

都市計画
基図 住宅地図 その他

地図名
基礎となる地図

（注）日：日本測地系、世：世界測地系。h10 及び h16 はデータ整備年次。

・ 他組織を含めた、地理空間情報の利用状況の整理イメージは以下のとおりである。

課単位

住
居
表
示
原
図

都
市
計
画
基
図

(

地
形
図
・
白
図
）

市
有
財
産
台
帳
付
図

家
屋
図

地
番
図

地
籍
図

公
図

観
光
案
内
図

農
振
区
域
地
図

熱
海
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
図

道
路
台
帳
現
況
平
面
図

道
路
台
帳
付
図

建
築
基
準
法
指
定
道
路
台
帳

防
災
デ
ー

タ

水
道
・
温
泉
管
路
網
図

公
共
下
水
道
事
業
計
画
図

小
中
学
校
区
域
図

熱
海
市
管
内
地
図

住
宅
地
図

国
土
地
理
院
地
形
図

土
地
宝
典

W
E
B
検
索
サ
イ
ト
の
地
図

管轄課

0
1
総
務
課

0
2
企
画
政
策
課

0
3

財
政
課

0
7
観
光
商
工
課

0
8
み
ど
り
農
水
課

1
8
ま
ち
づ
く
り
課

2
0
建
設
住
宅
課

2
1
防
災
室

2
5
水
道
温
泉
課

2
6
下
水
道
課

3
2
学
校
教
育
課

01総務課 ○ ● ● 2
02企画政策課 ● ● 2
03財政課 ○ ● ● ● 3
04庁舎等建設推進室 0
05課税課 ○ ○ ○ ○ 0
06収納課 ● ● ● ● 4
07観光商工課 ● ● ○ ● ● 4
08みどり農水課 ● ● ● ● ● 5
09農業委員会 ● ● ● ● ● 5
10花の都づくり課 ● 1
11文化交流課 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
12市民課 ● ● ● 3
13環境課 ● ● ● 3
14健康づくり課 ● ● 2

37監査委員事務局 ● 1
合計 1 11 0 1 3 0 12 4 1 3 1 2 0 0 2 0 0 1 26 3 4 16

GISデータ有 ● 他課の地図を利用 ○ 自課の地図を利用

合
計

0
5
課
税
課

1
9
建
設
課

庁
外
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【事例 11】県と市の共用を目的とした地理空間情報の実態把握（飯塚地域）

・ 飯塚地域では、福岡県及び飯塚市における庁内における現状・ニーズ調査を行い、その結
果をから、県と市において共用可能な地理空間情報を双方に開示し、共用ニーズを把握す
るといった二段階の実態把握を行った。これにより、福岡県と飯塚市との間における共用
ニーズだけでなく、庁内における共用ニーズも併せて把握が可能となった。

・ なお、地理空間情報の名称だけでは、具体のイメージができない場合が多いことから、ア
ンケート調査票に加えてサンプル図面集を併せて配布すると効果的であった。

サンプル図面集 利用状況とニーズの整理結果例

地図情報単位での利用ニーズ集計イメージ
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【事例 12】市と地域団体（農業）の共用を目的とした地理空間情報の実態把握

（岩見沢地域）

・ アンケート調査の結果から、地域で共用する地理空間情報の基図（共通白地図）として地
番図・家屋図・道路データの共用が望まれていることが明らかになった。また、背景画像
や新たな地理空間情報作成の資料として航空写真の共用が望まれていることがわかった。

・ 共通白地図に重ね合わせる属性情報として、他部署または他団体と共用を望む地理空間情
報の一例を整理したのが、下図である。

・ 例えば、町内会のエリア情報地図については、全庁的に使用する機会が多く、各部署でそ
れぞれ町内会エリア地図を作成するケースがある。岩見沢市健康福祉部環境衛生課リサイ
クル推進係では、町内会のエリア情報地図を利用して、ごみ、リサイクルステーションを
管理している町会の把握や収集に関する問い合わせ等に利用できる。

・ 岩見沢市総務部市民の声を聴く課交通指導係では、町内会のエリア情報地図に街路灯設置
場所・維持管理担当名信号機・標識（規制・警戒標識）設置場所の情報を加えることで、
市民・町会等からの交通危険箇所、街路灯の不点等の問い合わせに正確な位置を把握し対
応することが出来る。また、現行の防災計画は、避難所が学校区を単位に作成されており、
総務部防災対策室では通学路、学校区割データの利用を望んでいる。

・ 森林計画図は北海道が保有する情報である。この情報を共用することで、岩見沢市農政部
農務課畜産林業係が地番図と森林計画図を重ね合せ、森林所在地・所有者特定の時間を短
縮することができる。また、岩見沢市農政部農業基盤整備課基盤整備係では、土地改良施
設が損壊した場合などに迅速な対応をするため、北海土地改良区が保有する農業水利施設
位置図の利用を望んでいる。

・ 桂沢水道企業団企業局管理課工務係では、工事を実施する際の事故回避のため、岩見沢市
が保有する上下水道管路図のような地下埋設物情報の利用を望んでいる。

水稲共済耕地図（圃場図）
（空知中央 NOSAI）

町内会エリア情報地図
（総務部市民の声を聴く課）

森林計画図
（北海道）

農業水利施設位置図
（北海土地改良区）

市道認定路線図情報
（建設部土木課）

作付け情報
（JA いわみざわ）

地下埋設物情報
（水道部）

家屋図
（経済部）

地番図
(経済部)

道路データ

企画財政部
住民自治推進室

農政部
農務課畜産林業係

農政部
農務課農業振興係

農政部
農業基盤整備課

建設部
土木課

教育部
学校教育課

北海土地改良区
総務部賦課調整課

桂沢水道企業団
企業局管理課工務係

JA いわみざわ
農業振興部企画振興課

通学路、学区割等のデータ
（教育委員会）

総務部
防災対策室

健康福祉部
環境衛生課

共通白地図を作成・共用

オルソ画像
（経済部）
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2.2.2.地理空間情報の整備・共用・更新に関する課題を整理する

「2.2.1 地理空間情報の整備・共用・更新状況及びニーズを把握する」でのアンケート調査等によ

り把握した地理空間情報の整備・共用・更新の実態及びニーズから、課題の整理を行います。

一般的に地理空間情報の整備・共用・更新にあたって考えられる課題としては、表 2,2-3 のような

ものが考えられます。アンケートやヒアリング等から把握した実態及びニーズから、該当する課題が

ないか、抽出しましょう。

なお、表 2.2-3 に掲げた課題以外にも、地域に応じてさまざまな課題があると考えられます。アン

ケート結果をもとに想定される課題と、その課題を解決するために検討すべき事項を考え、整理しま

しょう。また、課題解決に向けて今後検討すべき事項の具体的な内容については、「3.5. 地理空間情

報を共用するにあたっての課題を解決する」等にて別途詳細事例を記載していますのでそちらを参照

してください。

表 2.2-3 地理空間情報の整備・共用・更新における課題（例）

実態及びニーズ把握の着
眼点

想定される課題解決の
方向性

課題解決に向けて
今後検討すべき事項

複数の主体において同一
の地図が整備されている

地理空間情報の重複投資の
排除

・複数の主体間で整備されている
地理空間情報の統合整備の検
討（所管、費用負担、共用方法
等）

⇒【参照】2.5.地理空間情報の共
用・更新のための費用分担を
考える

電子化に向けた予算の確保
・費用対効果の算出
⇒【参照】2.4.地理空間情報の共

用の効果を把握する
共用ニーズの高い地理空
間情報が紙地図である

職員による電子地図の作成
・職員による電子データの整備方
法（人材育成・ソフトの導入 等

共用の概念の浸透

・GIS の業務への活用に対する検
討の場の提供

⇒【参照】2.1.1.推進体制のパター
ン、2.1.3.推進体制の持つべき
役割・権限等

共用ニーズの高い地理空
間情報はあるが、全般的
に複数の主体間で共用が
進んでいない

共用ルール・共用方法の確立

・推進体制内での共用ルール・手
法の検討

⇒【参照】3.3.地理空間情報の共
用のための準備をする

各種地理空間情報の測地
系・年次等がばらばら

異種の地理空間情報を重ね
合わせた際に発生する可能
性のあるズレ・齟齬等への対
応

・新規整備の方法
・測地系の統一
・ズレ等を認識した運用方法

等
⇒【参照】3.5.地理空間情報を共

用するにあたっての課題を解
決する.

地番図や各種台帳等、個
人情報の取扱いがネック
となり地理空間情報の共
用が進んでいない

個人情報に関する推進組織
内での取り扱いルールの明
確化

・個人情報を含む地理空間情報
の取扱いルール案の検討

⇒【参照】3.5.3.個人情報を含む地
理空間情報を運用する
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実態及びニーズ把握の着
眼点

想定される課題解決の
方向性

課題解決に向けて
今後検討すべき事項

共用するためのハードウ
エア、ネットワーク環境が
不十分 設備投資に関する予算確保

・ハードウェアやネットワークの
構築の工夫

⇒【参照】県と市の共用編（地域
版 1）の「3.1．共用をふまえたシ
ステム環境を整備する」を参照

高頻度の更新が求められ
る地理空間情報の整備費
用の高さ

複数主体で共同して整備する
ことによる、コスト削減

・複数主体による共同整備
⇒【参照】2.5．地理空間情報の共

用・更新のための費用分担を
考える

以降、事例 13、14、15 は各地域における地理空間情報の整備・共用・更新に関する課題の整理

例です。

【事例 13、14、15】参照

【事例 13】庁内の共用を目的とした場合の地理空間情報に関する課題の整理

（熱海地域）

・ 熱海市においては、各部署へのアンケート・ヒアリングを通じて把握した現状・ニーズよ
り、5 つの解決すべきテーマを抽出し、その解決に向けて課題・障害となる事項について
整理した。

・ 上記それぞれの具体的解決方法については、「3.5. 地理空間情報を共用するにあたっての
課題を解決する」にて詳細事例を紹介しているので、参照のこと。

未導入の部署であっ
ても、安価な市販のソ
フト等の導入し、試行
する。
GISの業務活用につ
いて、各部署のノウハ
ウをもった職員同士の
情報交換を促進する。

情報の正確性・信憑
性等を十分に考慮しな
がら、庁外へ発信可能
な方法を検討する。

日本測地系で整備さ
れている地図を世界測
地系で整備する方針を
検討する。

庁内で共用できる住
所検索データベースを
整備し、問い合わせ業
務のある部署で共用
する。

共用にあたっての庁
内ルールを策定する。解

決
の
方
向
性

GISが未導入部署で
も、GISの活用ニーズ
がある。

現状、各部署で導入
されているGISは、各
部署で整備した地図の
閲覧等による利用等
が主である。

観光・防災等の熱海
の地域課題に対応し
た情報提供へのニー
ズはあるものの、庁外
への情報提供が乏し
い。

各部署で個別に整備
されている地図なるべ
くズレなく重ねたいが、
測地系が異なるため、
共用が進んでいない。

市民・事業者からの
問い合わせ等がある
部署において、その場
での位置情報（地番、
住居表示）の特定が不
便。

個々の部署にて独自
の住所検索用データ
ベースを作成している。

地番図は他部署との
共用ニーズが高いもの
の、個人に関する情報
が含まれているため、
管理方法・ルールが曖
昧で共用されていない。

現
状
・ニ
ー
ズ

職員のＧＩＳリテラシー
の向上

市民・事業者への情報
公開・情報共有

世界測地系への統一地番・住居表示等によ
る住所検索

地図の共用化にあたっ
ての庁内ルールの整備

未導入の部署であっ
ても、安価な市販のソ
フト等の導入し、試行
する。
GISの業務活用につ
いて、各部署のノウハ
ウをもった職員同士の
情報交換を促進する。

情報の正確性・信憑
性等を十分に考慮しな
がら、庁外へ発信可能
な方法を検討する。

日本測地系で整備さ
れている地図を世界測
地系で整備する方針を
検討する。

庁内で共用できる住
所検索データベースを
整備し、問い合わせ業
務のある部署で共用
する。

共用にあたっての庁
内ルールを策定する。解

決
の
方
向
性

GISが未導入部署で
も、GISの活用ニーズ
がある。

現状、各部署で導入
されているGISは、各
部署で整備した地図の
閲覧等による利用等
が主である。

観光・防災等の熱海
の地域課題に対応し
た情報提供へのニー
ズはあるものの、庁外
への情報提供が乏し
い。

各部署で個別に整備
されている地図なるべ
くズレなく重ねたいが、
測地系が異なるため、
共用が進んでいない。

市民・事業者からの
問い合わせ等がある
部署において、その場
での位置情報（地番、
住居表示）の特定が不
便。

個々の部署にて独自
の住所検索用データ
ベースを作成している。

地番図は他部署との
共用ニーズが高いもの
の、個人に関する情報
が含まれているため、
管理方法・ルールが曖
昧で共用されていない。

現
状
・ニ
ー
ズ

職員のＧＩＳリテラシー
の向上

市民・事業者への情報
公開・情報共有

世界測地系への統一地番・住居表示等によ
る住所検索

地図の共用化にあたっ
ての庁内ルールの整備
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【事例 15】市と地域団体（農業分野）での共用を目的とした場合の地理空間情報に

関する課題の整理（岩見沢地域）

・ 岩見沢地域では、アンケート・ヒアリング調査の結果から、以下の５つの検討課題を抽出
し、その対応策について検討を行うこととした。

実態及びニーズ把握の着眼点 想定される課題解決の方向性
課題解決に向けて今後検討すべき
事項

複数の組織において同一の地
図が整備されている

地理空間情報の重複投資の排
除に向けた整備状況の確認

複数の主体間で整備されている地
理空間情報の整理

共用ニーズの高い地理空間情
報はあるが、全般的に複数の
組織間で共用が進んでいない

推進体制を構築し、情報共用
の実施

地理空間情報共用推進体制の構築

各種地理空間情報の作成年次
等がばらばら

・情報の提供時には、いつの
時点での情報であるかを同
時に提供することが必要

・可能であればリアルタイム
に整備状況を提供

各団体が保有する地理空間情報整
備状況の情報共有方法

整備済み情報の状
態把握

各自治体の整備仕様が異なる
場合や作成方法により、接合
時の位置ズレが生じる

共同整備・更新による修正 共同整備時の費用負担方法の検討

紙ベース及びデジタルマップ
に関わらず、記載された個人
情報の厳格な管理

個人情報が含まれる地理空間情報
の外部提供に係るルールの検討

地理空間情報の個人情報該当
性に関する判断基準の明確化

地理空間情報の個人情報該当性判
断フローの検討

個人情報の管理

地番図や各種台帳等、個人情
報の取扱いがネックとなり、
地理空間情報の共用が進んで
いない

地理空間情報が個人情報に該
当した場合の情報共用方法

個人情報の外部提供方法の整理

情報整備費用
出来るだけ多頻度での航空写
真の更新を実施したいが、費
用が高額なため実行できない

情報共用する団体間での共同
整備によるコスト削減

共同整備時の費用負担方法の検討

【事例 14】県と市の共用を目的とした場合の地理空間情報に関する課題の整理
（飯塚地域）

・ 庁内各部署へのアンケート・ヒアリング調査を通じて把握した、様々なニーズや課題につ
いて、それらの課題を誰がどのように解決すべきなのか、またその課題を解決することに
よってどのような効果が得られるのかといった観点から、下図に示す３つに整理した。

・ このような分類を行うことにより、県と市において共用を推進するにあたって取組むべき
テーマ（解決すべき課題）を設定（共有）することが可能となる。

・ 飯塚地域においては、業務効率化型、行政サービス向上型に分類した課題の中からそれぞ
れ一つテーマを設定した。

自己解決課題型

業務効率化型行政サービス
向上型

•予算がない
•ＰＣが古い
•データが未整備 など

•予算がない
•ＰＣが古い
•データが未整備 など

•予算がない
•ＰＣが古い
•データが未整備 など

•予算がない
•ＰＣが古い
•データが未整備 など

• 紙媒体での情報授受が多い
• 部署に出向いて受取っている
•

ている など

• 紙媒体での情報授受が多い
• 部署に出向いて受取っている
• 画像データなので、入力し直

している など

• 紙媒体での情報授受が多い
• 部署に出向いて受取っている
•

ている など

• 紙媒体での情報授受が多い
• 部署に出向いて受取っている
• 画像データなので、入力し直

している など

• 紙媒体の情報提供のみ
•

•
など

• 紙媒体の情報提供のみ
• 役所等に来所する必

要がある
• 電話での問い合わせ

が多いなど

• 紙媒体の情報提供のみ
•

•
など

• 紙媒体の情報提供のみ
• 役所等に来所する必

要がある
• 電話での問い合わせ

が多いなど
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22..33.. 地地理理空空間間情情報報のの共共用用・・更更新新ののゴゴーールルをを考考ええるる

地理空間情報が適切に共用・更新されるためには、解決すべき課題の把握に加え、課題を解決して

いくことにより達成されるべきゴールの姿（到達すべき目標）を描くことが大切です。ゴールを各主

体間で共有することと、さらに、設定したゴールに向けてどのように役割分担し、何から手をつけて

いくのかというロードマップ（スケジュールの全体像）を共有することがとても重要となります。

目指すべきゴールは、活用の目的、体制、地域の状況などで様々なものが予想されますが、決して

体制作りだけで終わってしまわぬよう、共有したゴールを目指して、ひとつひとつ課題を解決してい

くことが求められます。

2.3.1.短期的・中長期的なゴールを設定する

(1)短期的・中長期的に課題解決に向け取組むべき事項を整理する

「2.2.地理空間情報の整備・共用・更新における現状を把握する」で整理した課題から、今後検討

すべき取組を整理します。

これらのうち、業務における重要性・ニーズの高さ、技術的・費用的な制約等を勘案し、短期的（1

～2 年程度）に取組むべき事項、中長期的（3～5 年程度）に取組むべき事項に分類することが必要と

なります。

このうち、短期的に取組むべき事項の抽出にあたっては、以下のような条件を満たすものを基準と

するとよいでしょう。

◇他の課題にも影響を与える基となる原因である（例：測地系の統一 等）

◇複数の主体から要望される等、ニーズが高い（例：住所検索データベースの共用 等）

◇社会的な制約から、喫緊に対応する必要がある（例：適切な個人情報の取扱いルールの策定 等）

◇技術的・費用的な面を考慮しても、比較的容易に解決できる（例：GIS の活用ニーズのある部署

へ簡易なソフトの導入 等）

(2)短期的・中長期的なゴールを考える

短期的・中長期的に取組むべき事項が整理できたら、「2.1.の推進体制を構築する」において設定し

た目的等もふまえ、それぞれのフェーズにおいて、目指すべき地理空間情報の活用のゴールを見極め、

推進体制内で共通認識がもてるようにします。

課題解決に向け取組むべき事項の短期・中長期の設定や活用のゴールの設定にあたっては、推進体

制内にて、各主体の意向等を調整しながら、決定していく必要があります。特に、中長期的な見極め

においては、システムの状況、財政制約や人材不足といった現在の状況にとらわれすぎず、日常業務

 各地域や組織における課題・ニーズ及び環境要因（社会情勢、財政制約

等）を踏まえ、推進体制として目指すべきゴールを、短期的、中長期的

のそれぞれの観点から考えます。

 ロードマップの作成にあたっては、取組みの目標年次、主に推進する主

体を明確にします。

ここがポイント














































































































































































































































